
様式第１号（第６条関係）

西宮市人材マネジメントシステムサービス提供および導入支援業務公募型プロポーザル実施要領
１　概要
（1） 件名
西宮市人材マネジメントシステムサービス提供および導入支援業務

（2） 目的
本市では、職員の人事情報は人事給与システム、勤怠状況は庶務事務システム、人事評価は人事評価管理システムで管理し、自己申告等はエクセルデータ等で別々に管理しており、分散した情報を分析し、効果的に人材配置や人材育成に活用することが難しい。
そのため、各種職員情報を一元管理し、データ集計および分析を自動化することで、人事評価や人事異動等に関する業務負担の軽減、効率化を図るほか、データを可視化し、活用していくことで、より適材適所の職員配置や人材育成、職員のキャリア形成支援等を進めること等を目的として、人材マネジメントシステムの導入を行う。

（3） 業務内容
別紙「西宮市人材マネジメントシステムサービス提供および導入支援業務基本仕様書」のとおり

（4） 選定方式
公募型プロポーザル方式により提案書を求め、提案内容、提案価格、プレゼンテーション等の評価基準をもとに評価・審査し、受託候補者を選定する。

（5） システム導入支援業務期間
契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで

（6） システムの利用想定期間
本市における本システムの利用期間（ライフサイクル）は、契約締結日の翌日から令和１４年３月３１日までを想定している。なお、契約は年度単位とし、令和９年度以降の契約については、各年度の予算成立を条件とし、本市の利用実績および評価に基づき、改めて締結するものとする。

（7） 提案限度額
本業務の提案限度額は、以下のとおりとする。
（A）令和８年度費用における提案限度額
導入費用　　　　　10,300千円（税抜）
システム利用料　７，８７６千円（税抜）
※導入費用は初期費用および職員データベース・人事評価等の初期設定作業費などシステム導入にかかる費用とし、システム利用料は本システムの利用や保守運用等にかかる費用とする。

（B）システムの利用想定期間における提案限度額
８５，６８０千円（税抜）
※上記（A）の金額（導入費用＋システム利用料）に加えて、令和９年４月１日から令和１４年３月３１日までのシステム利用料を加算した総費用
なお、価格評価の対象は上記「（B）システムの利用想定期間における提案限度額」とする。

（8） 支払方法
導入費用は業務完了後一括払いとする。
システム利用料は事業者と協議の上、毎月払い、四半期払い、半年払い、年払いのいずれかの方法とする。

２　参加資格要件
[bookmark: _Hlk227952657]プロポーザル方式への参加を希望する者は、次に掲げる資格要件を満たさなければならない。ただし、プロポーザル方式へ参加する者が契約締結までの間に、以下の参加資格要件を有しなくなった場合は、その時点で失格とする。
（1）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当する者でないこと。
[bookmark: _Hlk230684784]（２）令和８年度西宮市指名競争入札参加資格者名簿（業種分類Ｓ４）に登載されている者であること。
（３）西宮市指名停止基準による指名停止措置を現に受けている者でないことまたは契約締結までに指名停止基準に該当しないこと。
（４）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てをしている者でないこと。
（５）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者でないこと。
（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に掲げる暴力団およびそれらの利益となる活動をおこなう者でないこと。
（７）専門技術者等、充分な業務遂行能力を有し、適正な執行体制を有していること。
（８）一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）によるプライバシーマークおよびISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）の認証を取得していること。
（９）人材マネジメントシステムに関して、本市と同程度以上の規模の地方自治体（都道府県・政令市・中核市）において、複数団体へのサービス提供実績および導入支援実績があること。





３　全体スケジュール
	項　目
	日　程（予定）
	備　考

	1 募集開始（ホームページ）
	令和８年６月２９日（月）
	市ホームページにて掲載
様式第１号

	2 仕様書に対する質問受付
	令和８年６月２９日（月）
～7月３日（金）
	様式第８～９号

	3 参加申込書等の提出期限
	令和８年７月８日（水）
	様式第２～４号他

	4 参加申込書等の審査
	令和８年７月９日（木）
	

	5 選定通知兼提案依頼書送付
	令和８年７月１０日（金）
	様式第５～７号

	6 提案書等の提出期限
	令和８年７月１７日（金）
	様式第１０～１２号他

	7 プレゼンテーション資料の提出期限
	令和８年７月２１日（火）
	

	8 審査：書類審査
（必要な場合）ヒアリング
	令和８年７月２１日（火）
～７月２２日（水）
	

	9 審査：プレゼンテーション
	令和８年７月２３日（木）
	

	10 内定結果通知（予定）
	令和８年７月下旬以降
	様式第１３～１４号

	11 契約締結（予定）
	令和８年８月下旬以降
	



４　参加申込
本業務のプロポーザルへの参加を希望する場合は、下記の書類を西宮市人事課担当者宛に郵送または持参により提出すること。データ形式も併せて西宮市人事課（kensyu@nishi.or.jp）宛提出すること。
提案者選定通知兼提案依頼書については、参加申込書類審査が終わり次第、随時送付する。
（1） 提出書類
	提出書類
	様式
	提出部数

	1 参加申込書
	様式第２号
	１部（原本）＋データ

	2 会社概要
	様式第３号
	１部（原本）＋データ

	3 受注実績
	様式第４号
	１部（原本）＋データ

	4 業務の実施体制
	様式任意
	１部（原本）＋データ

	5 ２参加資格要件の（８）を証明する書類
	様式任意
	１部（証明書の写し）＋データ



（2） 提出期間
令和８年７月８日（水）１７時３０分必着
受付時間：９時～１７時３０分
※土日祝および受付時間外、提出期限を過ぎたものは一切受け付けない。


５　質問等の受付
仕様書等の内容について質問がある場合は、質問書（様式第８号）を以下の期限までに電子メールで提出すること。また、電子メールの題名は必ず「【西宮市人材マネジメントシステム質問：（貴社名）】」とすること。
（1） 提出期間
令和８年６月２９日（月）～令和８年７月３日（金）１７時３０分
※提出期限を過ぎたものは一切受け付けない。

（2） 回答方法
各質問について、電子メールで随時回答するとともに、市ホームページで公表する。

６　提案書等の作成および提出
本業務のプロポーザルへの参加を認められた者は、下記の提出書類を担当者宛に郵送または持参により提出すること。データ形式も併せて西宮市人事課（kensyu@nishi.or.jp）宛提出すること。
（1） 提出書類
	提出書類
	様式
	提出部数

	1 提案書
	様式任意
	電子データ（社名入り版・社名抜き版）

	2 作業工程表
	様式任意
	電子データ（社名入り版・社名抜き版）

	3 非機能要件一覧表
	仕様書別紙１
	電子データ（社名入り版・社名抜き版）

	4 機能要件一覧表
	仕様書別紙２
	電子データ（社名入り版・社名抜き版）

	5 見積書
	様式第１０号
	１部（原本）＋電子データ

	6 総括技術者業務経歴書
	様式第１１号
	１部（原本）＋電子データ

	7 主任技術者業務経歴書
	様式第１２号
	１部（原本）＋電子データ

	8 その他提案書に記載されている関連資料
	様式任意
	電子データ（社名入り版・社名抜き版）

	9 プレゼンテーション資料
	様式任意
	電子データ（社名入り版・社名抜き版）



（2） 提出書類の作成要領および注意点
1. 上記（１）「提出書類」に記載する①～⑨の提出書類は漏れなく提出すること。また、以下をよく読んだ上で記載すること。
2. この提案は仕様書に基づくものであること。また、製品カタログ、パンフレット等における仕様は、全て提案書内に記載すること。
3. 提案書およびプレゼンテーション資料はPDF形式の電子ファイルとし、表紙および目次を除いて、通し番号（ページ番号）を付すること。
4. 提案書のページ数制限は無制限とし、記載様式も任意とする。
5. プレゼンテーション資料のページ数制限は無制限とするが、記載項目は下記（３）「プレゼンテーション資料に記載する項目等」に沿ったものとすること。
6. プレゼンテーション資料の記載内容は提案書からも読み取れるようにするとともに、提案書の記載内容とプレゼンテーション資料の記載内容に齟齬の無いように留意すること。
7. 提案書およびプレゼンテーション資料において、写真、イラスト、イメージ図の使用は可とする。
8. 提出書類で社名等を抜いたものについて、社名を「●●」とするなど、提案者が特定されないように作成すること。
9. 「③非機能要件一覧表」および「④機能要件一覧表」については、対応状況を記載すること。なお、対応状況が「代替対応可」の場合、その内容を備考欄に記載すること。

（３）プレゼンテーション資料に記載する項目等
※記載項目は、下記のとおりとし、順番も下記のとおり変更しないこと。
また、本審査においては、「システムの概要（項目３-②）」および「将来性・拡張性（項目７）」
「独自提案（項目８）」を重視しているため、どのような優位性があるかを具体的に記載すること。
	項目
	提案書記載事項

	１
	会社概要・実績

	
	1 会社概要・実績
	提案者の概要と、自治体への提案システムの導入実績を記載すること。

	２
	提案の概要

	
	1 システム導入の方針
	仕様書の内容を踏まえ、本業務の目的を理解したシステム導入の方針を記載すること。

	３
	システムの概要

	
	1 システムの概要、特徴
	提案するシステムの概要、特徴等について記載すること。

	
	2 機能
	機能要件一覧の内容を実現するためシステムが保有する機能について記載すること。また、一般の利用者および管理者（人事担当者等）の業務効率化、作業負担軽減に寄与できる機能については、定量的な効果を示めすこと。

	
	3 操作性
	ユーザーの視点に立った操作性について記載すること。

	
	4 データ取込
	職員データ等の取込に関する機能およびその操作性について記載すること。

	４
	導入支援

	
	1 導入支援体制
	導入支援体制について記載すること。

	
	2 導入支援スケジュール
	契約からシステム運用開始までの導入支援スケジュールについて記載すること。

	
	3 導入支援内容
	導入支援内容（手法、項目、作業量等）および本市の作業内容（項目、作業量等）を記載すること。

	５
	活用支援

	
	1 活用支援体制
	運用開始後の活用支援体制について記載すること。

	
	2 活用支援内容
	運用開始後の活用支援内容に対する基本的な考え方と具体的な支援内容を記載すること

	
	3 操作マニュアル
	職員が円滑にシステムを利用するための操作マニュアルの提供などの支援内容を具体的に記載すること。



	６
	セキュリティ対策および障害発生時の対応等

	
	1 セキュリティ対策
	仕様書および非機能要件一覧の内容を踏まえ、不正アクセスや情報漏洩に対する対策について記載すること。

	
	2 障害発生時の対応
	障害発生時の対応について記載すること。

	
	3 バックアップ
	バックアップに関する考え方・手法について記載すること。

	７
	将来性および拡張性

	
	1 将来性
	AI・生成AIの活用、各機能のバージョンアップなど将来のシステム開発のビジョンを記載すること。なお、バージョンアップの時期および概算費用（別途費用が発生する場合）を参考提示すること。

	
	2 拡張性
	オプション機能および他システムとの連携など拡張性について記載すること。なお、提案対象内・提案対象外の範囲を明記し、提案対象外の場合は概算費用を参考提示すること。

	８
	独自提案

	
	1 自由提案
	



（４）見積書（様式第１０号）
令和８年度の導入費用およびシステム利用料を税抜額で明示すること。また令和９年４月から令和１４年３月までのシステム利用料を税抜額で明示すること。
ただし，１（７）提案限度額の範囲内とすること。
なお、該当項目に対する費用が発生しない場合は、空欄とせず、０（ゼロ）と記入すること。

（５）提出期間
提出期限　
【提出書類①～⑧】			令和８年７月１７日（金）必着
【提出書類⑨（プレゼンテーション資料）】	令和８年７月２１日（火）必着
受付時間：９時～１７時３０分
※土日祝および受付時間外、提出期限を過ぎたものは一切受け付けない。
（６）その他の留意事項
ア．提出書類は一応募者につき一提案とする。
イ．提出に要する諸費用は全て提出者の負担とする。
ウ．提出書類の著作権は、提出者に帰属する。
エ．提出書類の提出後は、差し替えおよび追加等は原則認めない。
オ．提出書類に記載された予定技術者等は受託後に原則変更できないものとする。
カ．提出書類は返却しない。
キ．提出書類は西宮市情報公開条例に基づき一部公開の対象となる場合がある。
ク．提案に係るプレゼンテーションおよび本市から提案者に対するヒアリング実施について、提出書類の確認後、本市担当者から連絡する。
ケ．導入業務に関わる技術者（総括または主任）は、原則としてプレゼンテーションに参加することとする。
７　審査および選考等
（１）審査項目と評価対象
	審査項目
	評価対象
	配点

	非機能要件
	非機能要件一覧表
	10

	機能要件
	機能要件一覧表
	30

	価格
	見積書
	10

	総合評価
	提案書およびプレゼンテーション
	50

	合　　　計
	１００



（２）審査方法
ア．審査委員会は本市職員で構成する。
イ．各種要件および価格に関する評価点は作業部会が、提出書類およびヒアリング等により
審査・算出し、総合評価の評価点は審査委員会が、審査・算出する。
ウ．プレゼンテーション
提案者によるプレゼンテーションを行い、審査委員会によって審査する。
提出したプレゼンテーション資料に沿ってプレゼンテーションを実施するとともに、主要な機能について、実際の画面を使った操作デモを実施すること。
なお、総括技術者または主任技術者はプレゼンテーションに参加すること。
プレゼンテーションは３０分以内とし、システムの操作感を評価するため、別途、操作デモを１０分以内で実施することとする。
質疑は２０分程度を予定しているが、審査委員会からの質問数・内容により延長となる可能性がある。
原則、参加申込順に実施する。


（３）選定結果
ア．評価点の合計が最も高い提案者を受託候補者とする。
イ．最高評価点を獲得した提案者が複数いた場合は、審査委員会の議決により選定する。
ウ．選定結果については、全ての提案者に対して合否を問わず個別に文書で通知するとともに、受託候補者や採点結果等を市ホームページにおいて公表する。
エ．提案者が１者の場合であっても書類審査（必要な場合ヒアリング審査）・プレゼンテーションを行い、全評価項目の合計が６０点以上を得た場合は、その提案者を受託候補者とする。

（４）失効および無効
以下のいずれかに該当する場合は、選定の前後を問わず失格とする。
なお、その内容によっては指名停止措置を行うことがある。
ア．提出期限、提出先、提出方法に適合していない場合
イ．提案額が、限度額を超えている場合
ウ．提出書類に虚偽の記載があった場合
エ．審査の公平性を害する行為や信義に反する行為があった場合
オ．各種要件の必須項目で対応不可の項目があった場合

８　契約相手方としての取扱い
審査により選定された業者は受託候補者となる。その後、企画提案の内容に基づき対象業務の仕様について協議・調整を行い、契約を締結することとなる。

９　次点繰り上げ
受託候補者が契約までに第２項に示す資格要件を満たさなくなるなど契約締結に至らない場合、次点者を繰り上げ受託候補者とする。
その後、企画提案の内容に基づき対象業務の仕様について協議・調整を行い、契約を締結することとなる。

１０　契約書（契約約款）の事前確認
契約に当たっては、本市が定めた業務委託契約書を使用する。
業務委託契約書の書式は本市のホームページ（https://www.nishi.or.jp）の「事業者向け情報 >入札・契約 >入札・契約に関する規則・要綱・基準等 >契約書（契約約款）・特約・誓約書 >業務委託契約書（契約約款）特約含む」（ページ番号：85195192）で閲覧できるため、事前に記載内容を確認しておくこと。

１１　提案募集に関する問合せ先および各種書類の提出先
　　〒662-8567　兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
　　　※各提出書類を直接持参する場合は、西宮市役所東館8階 人事課（研修厚生担当）とする。
[bookmark: _Hlk227948216][bookmark: _Hlk227947927][bookmark: _Hlk227948286][bookmark: _Hlk227947774][bookmark: _Hlk227947786]西宮市　人事課　担当：橋本・上北
[bookmark: _Hlk227947944][bookmark: _Hlk227947798]電話 0798-35-3917
[bookmark: _Hlk227947957][bookmark: _Hlk227947827]電子メールアドレス kensyu@nishi.or.jp
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